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石橋議長による祝辞 

関係者によるテープカット 

今
年
度
か
ら
、「
第
６
次
日
田
市
総
合
計
画
第

３
期
基
本
計
画
」
が
実
行
さ
れ
ま
す
。
令
和
６
年

度
の
予
算
は
、
こ
の
計
画
に
基
づ
く
政
策
や
事

業
、
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
を
着
実
に
進
め
る

事
業
の
た
め
に
編
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

歳
入
に
つ
い
て
は
、
定
額
減
税
に
よ
り
個
人

住
民
税
が
減
収
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
地

方
交
付
税
が
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
減
収
分
は
地
方
特
例
交
付
金

で
国
か
ら
全
額
補
填
さ
れ
る
見
込
で
す
。
な
お
、

定
額
減
税
に
関
す
る
も
の
以
外
の
税
収
は
、
コ

ロ
ナ
禍
以
前
の
水
準
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
建
設
や
災
害
復
旧
の
財

源
に
は
市
債
を
増
額
す
る
ほ
か
、
水
郷
ひ
た
応

援
基
金
等
の
特
定
目
的
基
金
を
活
用
し
ま
す
。 

歳
出
の
う
ち
経
常
的
経
費
※
１

に
つ
い
て
は
、

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
経
費
も
含
め
全
体

的
に
精
査
し
、
必
要
な
予
算
の
見
積
に
努
め
て

い
ま
す
。
臨
時
的
経
費
※
２

に
つ
い
て
は
、
実
施
計

画
を
策
定
し
事
業
を
推
進
し
ま
す
。
具
体
的
に

は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
強
化
を
は
じ
め
、

公
共
施
設
の
整
備
改
修
、「
令
和
５
年
梅
雨
前
線

に
よ
る
大
雨
」
に
関
す
る
公
共
土
木
施
設
や
農

林
業
施
設
の
災
害
復
旧
等
に
充
当
さ
れ
ま
す
。 

 ※
１
「
経
常
的
経
費
」…

行
政
サ
ー
ビ
ス
や
そ
の
水
準
を
保
つ
た
め
に
毎

年
必
要
と
な
る
固
定
的
な
経
費
（
例
・
施
設
の
管
理
費
、
人
件
費
等
） 

※
２
「
臨
時
的
経
費
」…

一
時
的
・
突
発
的
に
、
特
定
の
時
期
の
み
に
必

要
と
な
る
経
費
（
例
・
施
設
の
建
設
費
、
災
害
復
旧
費
、
選
挙
費
用
等
） 

予
算
編
成
の



 2024（令和 6）年 4月発行 【第 13号】  

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特
別
支
援
教
育
活
動
サ
ポ
ー
ト
事
業 

ス
ク
ー
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
配
置
事
業 

こ
の
２
つ
の
事
業
は
、
児
童
・
生
徒
の
安
全
確

保
や
学
習
理
解
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
教
員

が
子
ど
も
た
ち
へ
の
指
導
や
教
材
研
究
等
に
注

力
で
き
る
体
制
の
整
備
に
つ
な
げ
る
も
の
で

す
。 近

年
、
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
・

生
徒
は
、
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

国
の
補
助
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
を

要
望
し
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
県
に
対
し
て
、
特

別
支
援
学
級
の
増
設
や
通
級
指
導
教
室
の
拡

充
整
備
の
ほ
か
、
学
校
教
育
活
動
の
充
実
と
教

員
の
働
き
方
改
革
を
実
現
で
き
る
体
制
整
備

を
要
望
し
ま
し
た
。 

日
田
市
学
校
給
食
費
条
例
の
一
部
改
正 

市
内
の
小
学
校
と
中
学
校
で
、
給
食

費
を
無
償
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

で
す
。
こ
の
条
例
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、

安
心
安
全
な
給
食
提
供
を
前
提
と
し

て
、
令
和
６
年
度
は
物
価
高
騰
対
応
重

点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
（
１
億

７
５
１
４
万
１
千
円
）
を
主
な
財
源
と
し

て
い
ま
す
が
、
７
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
、

継
続
的
な
予
算
確
保
を
要
望
し
ま
し

た
。
あ
わ
せ
て
、
給
食
費
の
無
償
化
は
国

が
責
任
を
持
っ
て
行
う
べ
き
と
い
う
考
え

の
も
と
、
国
策
と
し
て
の
給
食
費
無
償
化

の
実
現
を
国
に
対
し
て
求
め
る
よ
う
教

育
福
祉
委
員
会
か
ら
強
く
要
望
す
る
と

と
も
に
、
日
田
市
議
会
と
し
て
も
同
様

に
求
め
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。 

和
解
に
つ
い
て 

建
築
行
為
に
対
す
る
誤
っ
た
行
政
指

導
で
相
手
方
が
受
け
た
被
害
に
つ
い
て

解
決
を
図
る
た
め
解
決
金
を
支
払
う

も
の
で
す
。
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
誤
指
導

に
よ
る
相
手
方
の
長
期
に
わ
た
る
負
担

に
つ
い
て
真
摯
に
受
け
止
め
、
今
後
も
引

き
続
き
丁
寧
に
対
応
す
る
よ
う
要
望
し

ま
し
た
。
ま
た
、
個
別
対
応
だ
け
で
は
な

く
小
鹿
田
焼
の
里
景
観
委
員
会
を
は
じ

め
、各
関
係
機
関
と
の
協
議
体
制
に
つ
い

て
も
改
め
て
検
討
す
る
よ
う
要
望
し
ま

し
た
。
あ
わ
せ
て
、
組
織
内
の
連
絡
相
談

体
制
に
つ
い
て
も
改
善
す
る
よ
う
強
く

付
言
し
ま
し
た
。 

上
津
江
診
療
所
改
修
工
事
請
負
費 

（
２
３
６
１
万
４
千
円
） 

上
津
江
診
療
所
は
、
周
辺
部
に
お

け
る
貴
重
な
医
療
資
源
と
し
て
、
建

築
か
ら
２８

年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
改
修
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用

者
や
地
域
住
民
に
対
し
て
丁
寧
な
説

明
や
聞
き
取
り
を
行
い
、
安
心
し
て

医
療
が
受
け
ら
れ
る
場
と
し
て
の
整

備
を
行
う
こ
と
を
要
望
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
こ
の
施
設
が
危
険
地
域
に

立
地
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、災
害
対
策

や
避
難
計
画
の
策
定
を
は
じ
め
、
医

療
体
制
の
継
続
的
な
対
策
に
つ
い
て

も
早
急
に
構
築
す
る
こ
と
を
要
望
し

ま
し
た
。 

 

上津江診療所の裏山 

教育福祉委員会審査の様子 
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教職員の働き方改革について

と答弁

 

子育てしやすい日田市になるためには、学

校環境の整備は根幹の一つだと考える。県教

委に対して教員の加配の増、年齢構成や経験

年数、居住地も含めバランスのとれた教員の

配置について強く要望していかなければなら

ない。また、私案ではあるものの、本市独自

の教職員体制整備策を新たに事業化し、予算

要求していく必要性があると考える。 

中島の視点 

【中島】 市教委が行った業務量縮減の取組に

ついて伺う。 

【教育長】 業務量縮減への取組として、次のこと

などに取り組んでいる。 

① 行事の縮減(運動会・文化祭の半日開催等) 

② ICT機器の活用（アンケートWEB回答等） 

③ 市教委主催会議のオンライン化 

 

【中島】 教職員が不足している状況と考える

が教育長の考えを伺う。 

【教育長】 学校の業務が増加してきた、または増

加しているということは否めないと思っている。 

多様化に対応していく事が、今非常に求められ

ているが、これに十分対応できているかというと、

そうは言えないと思っている。教職員の定数改善

にかかわる標準法の改定について早急に進めて

もらいたいと考えていることから、このような点を

県や、国に強く要望していきたい。 

 

 

 

「時間外在校等時間」とは、教職員が本来の勤

務時間（７時間４５分）や休憩時間以外に、職務を

行っていた時間を言います。校外で行う指導

や引率、研修等も含まれます。文部科学省のガ

イドラインで定義されているものです。

★教育職員※2 という職業は、仕事の内容や取

り組み方が特殊です。このため、その給与やそ

の他の勤務条件などを特別に定めたものが給

特法です。（※2 公立の義務教育諸学校等の教育職員） 

★教育職員には、原則的に時間外勤務手当や

休日勤務手当が支給されません。その代わり

に、給与の月額 4％に相当する額を「教職調整

額」として支給することが定められています。 

【中島】 長時間労働を解消する観点から、

私は給特法※１を廃止する必要性があると考

えているが教育長の考えを伺う。 

（※１ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特

別措置法） 

【教育長】給特法そのものを廃止することによっ

て業務縮減の動きが急速に進む可能性がある

ことも考えられる。しかし、超過勤務が大幅に減

らせるという見通しが曖昧なままでは、教員の

処遇はさらに低下することになりはしないかと

心配もしている。 
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発行：日田市議会議員  中島 章二  【教育福祉委員会 委員長】 

〒877-0006大分県日田市港町 8-64 携帯電話 090-8412-9143 

2040（令和２2）年頃までに、高齢者を支える

世代が大きく減少する一方で、介護の対象とな

りうる 85 歳以上が増加し、さらなる高齢化が予

測されています。これは日田市も同様です。日田

市民にどういう困り事があるのか考えると、福祉

施策と医療体制を基盤に、安心して生き生きと

暮らせる新しいまちづくりを進めていくことが喫

緊の課題であると考えます。 

中島の視点 

【中島】 地域包括ケアシステムが深化・推進さ

れるように進めていくポイントについて伺う。 

【福祉保健部長】 高齢者も有用で大切な人材で

あるということで、まずは活躍できるための場の確

保が重要である。 

また、85 歳以上の割合が高くなっていく中で認

知症の問題も避けて通れない。この対策としては、

未然に防止する施策や周りのかかわり方、支え方に

ついて重点的に進めていく。 

 

 

【中島】 高齢者が安心して生き生きと暮らす

ために、高齢化や人口減少が顕著で課題が多い

周辺部の医療システムについて市長の考え方

を伺う。 

【市長】 周辺部に暮らす高齢者の医療体制につ

いては、特に重要となるのが、通院のための移動

手段の確保と在宅医療の充実だと考える。 

移動手段の確保については、公共交通、福祉、

民間の垣根を越えて柔軟に連携していく仕組みづ

くりを行う。 

通院が困難になっても、住み慣れた自宅で暮ら

し続けるためには、訪問診療や訪問看護などの在

宅医療が不可欠だと考える。 

周辺部の医療体制確保には、医師をはじめとす

る医療従事者の人材確保が不可欠。医師会とも

相談しながら、今後もしっかりと県に要望していく。 

 

 

【中島】 いつまでも暮らし続けたい日田と

なるように進めていく「まちづくり」は、福

祉施策をしっかり基本に置いて構築し、さら

に深化・推進していかなければならないと考

えるが市長の考えを伺う。 

【市長】 まちづくりの基本には福祉施策がある

べきというのはおっしゃるとおり。 

これまでの市の福祉施策は、子ども、障がい

者、高齢者、生活困窮者といった対象者ごとの

制度に基づいてサービスを提供し、また専門的

支援体制をつくることで充実してきた。 

近年、福祉ニーズとして現れてくるようになっ

た多様で複雑な困難や生きづらさへの対策は、

制度、分野ごとの縦割りや、支え手・受け手とい

う関係を超えた取組が必要とされている。このた

め、住民や地域組織が参画し、人と人、人と資源

が分野を超えてつながる地域共生社会が不可

欠となってきている。 

今後本市においては、福祉保健部と新たに設

置される地域振興部、地域においては社会福祉

協議会と住民自治組織などが連携して、多様な

組織と協力しながら、福祉を基本としたまちづく

り、地域共生社会づくりに取組んでいきたい。検

討中の重層的支援体制整備事業も、このような

考え方に基づいて進めていきたいと考えている。 

 

高齢者が何らかの支援が必要になっても、

住み慣れた地域で、人生の最後まで自分らし

く、自立して暮らせるよう「医療・介護・予防・住

まい・生活支援」が確保され、これらによって包

括的に支援される体制を言います。 


